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令和７年（ 2025） 12 月 9 日 

水 上 村 農 業 委 員 会 



第１２回水上村農業委員会総会議事録 

 

1．令和 7（2025 年）12 月 9 日第１２回農業委員会総会のため、農業委員

及び推進委員を水上村役場会議室に召集する。 

 

1．出席委員は次のとおりである。(11 名) 

 

席番号 氏 名 席番号 氏 名 

2 松田一洋 8 愛甲純一 

3 藤原珠美 9 椎葉仁吏 

4 内田真治 10 川内ひと実 

5 尾前重德 11 五家一久 

6 那須利八 12 川原隆治 

7 山本広樹   

 

1． 欠席委員は次のとおりである。（ 2 名） 

 

席番号 氏 名 

１ 藤田円香 

 

1．関係者の出席を求めたもの。 

  産業振興課長兼務農業委員会事務局長 田代 浩幸 

   

1．本会議の書記は次のとおりである。 

    農業委員会事務局 打越 理瑛 

 

1． 会議議案は次のとおりである。 

議案第 37 号  農地利用集積等促進計画の決定について 

  議案第 38 号  非農地証明の交付申請について 

     

 

 

 

 

 

 

 



1. 会議内容は次のとおりである。 

 

                  日 時：令和７年１２月９日 

                  場 所：水上村役場「大会議室」 

          

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご起立ください。よろしくお願いします。ご着席ください。 

総会に入ります前に、令和７年最後の総会ということで、村

長よりご挨拶いただきたいと思います。 

中嶽村長、よろしくお願いいたします。 

 

（村長挨拶） 

 

ありがとうございました。中嶽村長におかれましては、公務

のためここで退席されます。 

 

 （村長退席） 

 

それでは会長、ご挨拶と総会の進行をよろしくお願いいたし

ます。 

 

皆さん、こんにちは。 

  

（会長挨拶） 

 

では、ただ今から令和７年第１２回農業委員会総会を開会い

たします。 

 

藤田委員より欠席届が出ていますので、お知らせします。 

議事録署名委員を指名します。 

４番内田委員、７番山本委員にお願いします。 



 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事に入ります。 

議案第３７号 農地利用集積等促進計画についてを上程いた

します。 

番号１は●●委員が、番号２は●●委員当事者となられてお

りますので、農業委員会等に関する法律第３１条に規定され

ている議事参与の制限により、当該議案の審議開始から審議

終了まで退席をお願いします。関係議案終了後に入室、着席

していただきます。 

 

それでは、番号１から審議いたします。愛甲委員は退席をお

願いします。 

 

（退席） 

 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

説明します。２ページをご覧ください。 

番号の１です。 

借受人、貸付人は資料のとおりです。 

岩野字西ノ前にある農地１筆です。 

地目は、台帳及び現況とも田で、面積は合計 500 ㎡です。 

場所については、３ページの赤枠部分をご覧ください。里坊

公民館の北東に位置します。 

２ページにお戻りください。 

申請理由は賃借権の更新で、契約期間は５年です。 

経営面積は表示のとおりです。 

利用目的は水稲、賃借料は物納で、全部で１袋です。 

10a あたりの単価についてですが、今回から物納の場合、JA

くま概算金 16,000 円を基準として計算しております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のとおりでありますが、別冊の「農地法関係法令集」を

ご覧ください。 

 

農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項に、農

地中間管理機構は、農用地利用集積等促進計画を定める場合

には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、関

係する農業委員会の意見を聴くとともに、農地中間管理権の

設定又は農作業の委託を受ける土地が地域計画の区域内の土

地であるときにあってはその定めようとする農用地利用集積

等促進計画の内容が当該地域計画の達成に資すると認められ

るかどうかについて当該地域計画を定めた市町村の意見を、

その他のときにあっては利害関係人の意見を聴かなければな

らないとあり、 

さらに、 

第１１項には、農業委員会は、農用地の利用の効率化及び高

度化の促進を図るために必要があると認めるときは、農用地

利用集積等促進計画を定めるべきことを農地中間管理機構に

対し要請することができる 

とあり、都道府県知事が農用地利用集積等促進計画を許可す

るにあたり、賃貸借設定が適切であるかの意見集約をする必

要があります。 

農業委員会から促進計画作成の要請を受けた農地中間管理機

構は都道府県知事の認可を経て、農地中間管理権の設定を行

います。 

参考として、都道府県知事が農用地利用集積等促進計画の許

可をする基準である同法第１８条第５項も同じページに載せ

ていますので、ご覧ください。 

説明は、以上になります。 

 



議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございます。 

ただいまから、質疑に入らせていただきます。発言のある方

は挙手願います。質問、意見等はございませんか。 

 

（意見なし） 

 

許可することに賛成の方は挙手願います。 

 

（全員挙手） 

 

議案第３７号、番号１については、全員賛成でございますの

で、許可と決定いたします。●●委員の入室・着席を許可し

ます。 

 

（入室・着席） 

 

●●委員に申し上げます。議案第３７号、番号１について

は、適切であると決定したことを報告します。 

続いて、番号２に移ります。 

●●委員は退席をお願いします。 

 

（退席） 

 

説明します。番号の２です。 

借受人、貸付人は資料のとおりです。 

湯山字下馬場にある農地１筆です。 

地目は、台帳及び現況とも田で、面積は合計 3,057 ㎡です。 

場所については、４ページの赤枠部分をご覧ください。湯山

保育所の南西に位置します。 

２ページにお戻りください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請理由は賃借権の更新で、契約期間は５年です。 

経営面積は表示のとおりです。 

利用目的は水稲、賃借料は物納で、全部で６袋です。 

 

以上のとおりでありますが、 

農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項に、農

地中間管理機構は、農用地利用集積等促進計画を定める場合

には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、関

係する農業委員会の意見を聴くとともに、農地中間管理権の

設定又は農作業の委託を受ける土地が地域計画の区域内の土

地であるときにあってはその定めようとする農用地利用集積

等促進計画の内容が当該地域計画の達成に資すると認められ

るかどうかについて当該地域計画を定めた市町村の意見を、

その他のときにあっては利害関係人の意見を聴かなければな

らないとあり、さらに、 

第１１項には、農業委員会は、農用地の利用の効率化及び高

度化の促進を図るために必要があると認めるときは、農用地

利用集積等促進計画を定めるべきことを農地中間管理機構に

対し要請することができる 

とあり、都道府県知事が農用地利用集積等促進計画を許可す

るにあたり、賃貸借設定が適切であるかの意見集約をする必

要があります。 

農業委員会から促進計画作成の要請を受けた農地中間管理機

構は都道府県知事の認可を経て、農地中間管理権の設定を行

います。 

参考として、都道府県知事が農用地利用集積等促進計画の許

可をする基準である同法第１８条第５項も同じページに載せ

ていますので、ご覧ください。 

説明は、以上になります。 

 



議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございます。 

ただいまから、質疑に入らせていただきます。発言のある方

は挙手願います。質問、意見等はございませんか。 

 

（意見なし） 

 

許可することに賛成の方は挙手願います。 

 

（全員挙手） 

 

議案第３７号、番号２については、全員賛成でございますの

で、許可と決定いたします。 

●●委員の入室・着席を許可します。 

 

（入室・着席） 

 

●●委員に申し上げます。議案第３７号、番号２について

は、適切であると決定したことを報告します。 

 

続いて、議案第３８号 非農地証明交付申請についてを上程

します。 

事務局より説明お願いします。 

 

それでは、説明いたします。 

５ページをご覧ください。 

番号の１です。 

申請人は資料をご確認ください。 

土地の所在は、岩野字下幸野にある土地２筆です。 

位置につきましては７ページをご覧ください。 

水上村役場の南西に位置します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、８ページには現地の写真を載せておりますので併せて

ご確認ください。 

５ページにお戻りください。 

こちらは、遊休農地として今年の農地パトロールで現地確認

を行い、利用意向調査書を送付しましたところ、非農地申請

を希望するとして、申請書の提出がありました。 

台帳地目は田で現況は雑種地、面積は合計 955 ㎡です。 

申請理由といたしましては、耕作不適当等のやむを得ない事

情により耕作放棄され、自然かい廃し、今後農地として利用

される可能性がないということでこの非農地証明が申請され

ております。 

 

次に番号の２についてです。 

申請人は資料をご確認ください。 

土地の所在は、岩野字諏訪原にある土地１筆です。 

位置につきましては９ページをご覧ください。 

ほいほい広場の北東に位置します。 

また、１１ページには現地の写真を載せておりますので併せ

てご確認ください。 

５ページにお戻りください。 

台帳地目は田で現況は山林、面積は合計 3,993 ㎡です。 

申請理由といたしましては、耕作不適当等のやむを得ない事

情により耕作放棄され、自然かい廃し、今後農地として利用

される可能性がないということでこの非農地証明が申請され

ております。 

 

次に６ページをご覧ください。 

番号の３についてです。 

申請人は資料をご確認ください。 

土地の所在は、湯山字下北目にある土地２筆です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

藤原委員 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

位置につきましては１０ページをご覧ください。 

北目公民館の南東に位置します。 

また、１１ページには現地の写真を載せておりますので併せ

てご確認ください。 

６ページにお戻りください。 

台帳地目は畑で現況は雑種地、面積は合計 125 ㎡です。 

申請理由といたしましては、耕作不適当等のやむを得ない事

情により耕作放棄され、自然かい廃し、今後農地として利用

される可能性がないということでこの非農地証明が申請され

ております。 

 

説明は以上です。 

 

番号１については、１０月の農業委員会総会において意向調

査書の提出について話し合って際に状況は確認しております

ので、報告は省略いたします。 

番号の２につきましては、藤原委員と椎葉推進委員、事務局

の３名で、番号３については、松田委員と川原推進委員、事

務局の３名で現地調査を行っておりますので、まず番号２に

ついて、藤原委員よりご報告をお願いいたします。 

 

報告いたします。 

１２月５日、椎葉推進委員と事務局との３人で現地の調査を

行いました。 

現地は荒廃（こうはい）が進んで山林と化しており、所有者

も今後耕作する意思もないということで、非農地と判断して

もよいかと思われます。以上、報告を終わります。 

 

次に、番号３について、松田委員より報告をお願いします。 

 



松田委員 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告いたします。 

１２月４日、川原推進委員と事務局との３人で現地の調査を

行いました。 

現地は荒廃（こうはい）が進んで雑種地と化しており、所有

者も今後耕作する意思もないということで、非農地と判断し

てもよいかと思われます。以上、報告を終わります。 

 

只今の報告、事務局の説明について、質問意見等ございます

か。 

 

（質問、意見なし） 

 

番号１から３まで許可することに賛成の方は挙手願います。 

 

 （全員挙手） 

 

全員賛成でございますので、申請のとおり意見決定致しま

す。 

 

         （  16 時 21 分  ）  

 

この議事録は、書記の記載したものでその正確を証するため

にここに証明する。 

 

議  長 那須利八 

         

署名委員 内田真治 

         

署名委員 山本広樹 

 



議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

次に農業委員会報告第１４号、農地法第１８条第６項の規定

による小作地の合意解約について事務局より報告をお願いし

ます。 

 

説明いたします。 

１２ページをご覧ください。 

番号１です。 

貸付人及び借受人は資料のとおりです。 

土地の所在は湯山字上本野にある農地５筆です。 

農地中間管理機構を介する農地売買をするために提出されま

した。 

利用権設定日は平成３０年５月２８日、合意解約日は令和７

年９月１５日、土地の引き渡し日は令和７年１０月２９日で

す。 

場所については、１３ページの赤枠部分をご覧ください。本

野公民館の北東に位置します。 

以上で説明を終わります。 

 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この件について何

か質疑はございませんでしょうか。 

 

  （質疑なし） 

 

最後に報告第１５号、農地相談案件を紹介します。 

事務局より報告をお願いします。 

 

報告します。 

１４ページをご覧ください。 

相談者は錦町在住の方です。土地の所在は岩野字毛田瀬にあ

る農地３筆で、相談内容は、令和６年に耕作目的で譲り受け



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たが、夫が病気で入院してしまい退院の見通しが立たないの

で耕作がままならない。水上村の平均的な賃借料で借りてく

れる耕作者を探しているとのことです。 

位置につきましては１５ページをご覧ください。 

川内公民館の北東に位置します。 

また、１６ページには現地の写真を載せておりますので併せ

てご確認ください。 

こちらの農地は、農地法第３条申請が出されて農業委員会で

許可をしたものの耕作をする様子がないとして今年の農地パ

トロールで現地確認を行い、利用意向調査書を送付しました

ところ、説明いたしました事情のため、賃借相手を探してほ

しいと相談がありました。 

 

農業委員会活動を通して、農地集積にご協力をお願いしま

す。 

 

提案した議案は以上のとおりでありますので、第１２回農業

委員会総会を閉会します。 

 

                （  16 時 25 分  ）          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


